
議案第７７号  

 

瑞穂町税賦課徴収条例の一部を改正する条例  

 

 上記の議案を提出する。  

 

  平成２８年１２月１日  

 

          提出者   瑞穂町長    石  塚  幸右衛門  

 

 

（提案理由）  

 所得税法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１５号）の

施行に伴い、条例を改正する必要があるので、本案を提出する。  

 

 

瑞穂町税賦課徴収条例の一部を改正する条例  

 

瑞穂町税賦課徴収条例（昭和２５年条例第７号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 

 第７条の見出し中「課税洩れ等」を「課税漏れ等」に、「取扱」

を「取扱い」に改め、同条中「課税洩れ」を「課税漏れ」に、「行

為に因り免かれた」を「行為により免れた」に改める。  

 第２１条及び第２２条を次のように改める。  

第２１条及び第２２条  削除  

 第２６条第１項中「事由」を「理由」に、「その者に対し１０万

円以下の過料を科する」を「その者を１０万円以下の過料に処する」

に改める。  

 第３６条の４第１項及び第５３条の１０第１項中「その者に対し、 

 

 

 



１０万円以下の過料を科する」を「その者を１０万円以下の過料に

処する」に改める。  

 第６３条の３第４項中「第３項」を「前３項」に改める。  

 第６５条第１項中「事由」を「理由」に、「その者に対し１０万

円以下の過料を科する」を「その者を１０万円以下の過料に処する」

に改める。  

 第７５条第１項中「事由」を「理由」に、「その者に対し１０万

円以下の過料に科する」を「その者を１０万円以下の過料に処する」

に改める。  

 第８８条第１項、第１００条の２第１項及び第１０５条の２第１

項中「事由」を「理由」に、「その者に対し、１０万円以下の過料

を科する」を「その者を１０万円以下の過料に処する」に改める。  

 第１０７条第１項中「事由」を「理由」に、「その者に対し１０

万円以下の過料を科する」を「その者を１０万円以下の過料に処す

る」に改める。  

 第１３３条第１項中「その者に対し、１０万円以下の過料を科す

る」を「その者を１０万円以下の過料に処する」に改める。  

 第１３９条の２第１項中「事由」を「理由」に、「その者に対し、

１０万円以下の過料を科する」を「その者を１０万円以下の過料に

処する」に改める。  

附則第２０条の２第１項中「同法」を「租税条約等実施特例法」

に改め、同条第２項第１号中「附則第２０条の２第１項」を「附則

第２０条の３第１項」に改め、同項第２号中「、附則第７条第１項、

附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「並びに

附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」

に、「附則第２０条の２第１項」を「附則第２０条の３第１項」に

改め、同項第３号中「附則第２０条の２第１項」を「附則第２０条

の３第１項」に、「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の実施

に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭

和４４年法律第４６号）」に、「特定給付補てん金等に係る雑所得

等の金額」を「特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額」に改め、

同項第４号中「附則第２０条の２第１項」を「附則第２０条の３第

１項」に改め、同条第３項中「第３３条及び」を「同条及び」に、



「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第５項第１号中

「附則第２０条の２第３項」を「附則第２０条の３第３項後段」に

改め、同項第２号中「、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項

及び附則第７条の３の２第１項」を「並びに附則第７条第１項、第

７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」に、「附則第２０条の

２第３項」を「附則第２０条の３第３項後段」に改め、「、第３４

条の９第１項中「第３３条第４項」とあるのは「附則第２０条の２

第４項」と」を削り、同項第３号中「附則第２０条の２第３項」を

「附則第２０条の３第３項後段」に、「租税条約等実施特例法」を

「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例

等に関する法律（昭和４４年法律第４６号）」に、「又は配当所得」

を「若しくは配当所得」に改め、同項第４号中「附則第２０条の２

第３項」を「附則第２０条の３第３項後段」に改め、同条第６項中

「附則第２０条の２第３項」を「附則第２０条の３第３項前段」に

改め、同条を附則第２０条の３とし、附則第２０条の次に次の１条

を加える。  

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税

の特例）  

第２０条の２  所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者

等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法

律（昭和３７年法律第１４４号。以下「外国居住者等所得相互免

除法」という。）第８条第２項に規定する特例適用利子等、外国

居住者等所得相互免除法第１２条第５項に規定する特例適用利子

等又は外国居住者等所得相互免除法第１６条第２項に規定する特

例適用利子等については、第３３条及び第３４条の３の規定にか

かわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相

互免除法第８条第２項（外国居住者等所得相互免除法第１２条第

５項及び第１６条第２項において準用する場合を含む。）に規定

する特例適用利子等の額（以下この項において「特例適用利子等

の額」という。）に対し、特例適用利子等の額（次項第１号の規

定により読み替えられた第３４条の２の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）に１００分の３の税率を乗じて計算した

金額に相当する町民税の所得割を課する。  



２  前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。  

（１）第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」

とあるのは、「総所得金額、附則第２０条の２第１項に規定す

る特例適用利子等の額」とする。  

（２）第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項並

びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２

第１項の規定の適用については、第３４条の６中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第２０条の２第１項の規定に

よる町民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項前段、第３

４条の８、第３４条の９第１項並びに附則第７条第１項、第７

条の３第１項及び第７条の３の２第１項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第２０条の２第１項の規定によ

る町民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２０条の２第１項

の規定による町民税の所得割の額の合計額」とする。  

（３）第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第２０条の２

第１項に規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住

者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律（昭和３７年法律第１４４号）第７条第１０項（同法第

１１条第８項及び第１５条第１４項において準用する場合を含

む。）に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第

７条第１２項（同法第１１条第９項及び第１５条第１５項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する特定対象収益分配に係

る配当所得の金額、同法第７条第１６項（同法第１１条第１１

項及び第１５条第１７項において準用する場合を含む。）に規

定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第

７条第１８項（同法第１１条第１２項及び第１５条第１８項に

おいて準用する場合を含む。）に規定する特定対象給付補塡金

等に係る雑所得等の金額」とする。  

（４）附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第２０条の２第



１項に規定する特例適用利子等の額」と、同条第２項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条の２第１

項の規定による町民税の所得割の額」とする。  

３  所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互

免除法第８条第４項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所

得相互免除法第１２条第６項に規定する特例適用配当等又は外国

居住者等所得相互免除法第１６条第３項に規定する特例適用配当

等（次項において「特例適用配当等」という。）については、第

３３条第３項及び第４項の規定は適用しない。この場合において、

当該特例適用配当等については、同条及び第３４条の３の規定に

かかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得

相互免除法第８条第４項（外国居住者等所得相互免除法第１２条

第６項及び第１６条第３項において準用する場合を含む。）に規

定する特例適用配当等の額（以下この項において「特例適用配当

等の額」という。）に対し、特例適用配当等の額（第５項第１号

の規定により読み替えられた第３４条の２の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）に１００分の３の税率を乗じて計算

した金額に相当する町民税の所得割を課する。  

４  前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌

年の４月１日の属する年度分の第３６条の２第１項の規定による

申告書（その提出期限までに提出されたもの及びその提出期限後

において町民税の納税通知書が送達される時までに提出されたも

のに限り、その時までに提出された第３６条の３第１項に規定す

る確定申告書を含む。）に前項後段の規定の適用を受けようとす

る旨の記載があるとき（これらの申告書にその記載がないことに

ついてやむを得ない理由があると町長が認めるときを含む。）に

限り、適用する。  

５  第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。  

（１）第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」

とあるのは、「総所得金額、附則第２０条の２第３項後段に規

定する特例適用配当等の額」とする。  

（２）第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項並



びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２

第１項の規定の適用については、第３４条の６中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第２０条の２第３項後段の規

定による町民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項前段、

第３４条の８、第３４条の９第１項並びに附則第７条第１項、

第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条の２第３項後段の

規定による町民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２０条の

２第３項後段の規定による町民税の所得割の額の合計額」とす

る。  

（３）第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第２０条の２

第３項後段に規定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国

居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に

関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第７条第１４項（同

法第１１条第１０項及び第１５条第１６項において準用する場

合を含む。）に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所

得の金額若しくは配当所得の金額」とする。  

（４）附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第２０条の２第

３項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第２項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条の２第

３項後段の規定による町民税の所得割の額」とする。  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２９年１月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後の瑞穂町税賦課徴収条例附則第２０条の

２の規定は、平成２９年１月１日以後に支払を受けるべき外国居

住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関す



る法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規定する特

例適用利子等、同法第１２条第５項に規定する特例適用利子等若

しくは同法第１６条第２項に規定する特例適用利子等又は同法第

８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第１２条第６項に規

定する特例適用配当等若しくは同法第１６条第３項に規定する特

例適用配当等に係る個人の町民税について適用する。  
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瑞穂町税賦課徴収条例 新旧対照表 

新 
旧 

(平成25年条例第16号附則第1条第5号施行後) 

目次 略 目次 略 

 

第1章 略 第1章 略 

第1節 略 第1節 略 

第2節 略 第2節 略 

(課税漏れ等に係る町税の取扱い) (課税洩れ等に係る町税の取扱) 

第7条 課税漏れに係る町税又は詐偽その他

不正の行為により免れた町税があることを

発見した場合においては、課税すべき年度

(法人税割にあっては、その課税標準の算定

期間の末日現在)の税率によってその全額

を直ちに賦課徴収する。 

第7条 課税洩れに係る町税又は詐偽その他

不正の行為に因り免かれた町税があること

を発見した場合においては、課税すべき年

度(法人税割にあっては、その課税標準の算

定期間の末日現在)の税率によってその全

額を直ちに賦課徴収する。 

第8条から第20条 略 第8条から第20条 略 

第21条及び第22条 削除 第21条 削除 

 第22条 削除 

第2章 略 第2章 略 

第1節 略 第1節 略 

第23条から第25条 略 第23条から第25条 略 

(町民税の納税管理人に係る不申告に関す

る過料) 

(町民税の納税管理人に係る不申告に関す

る過料) 

第26条 前条第2項の認定を受けていない町

民税の納税義務者で同条第1項の承認を受

けていないものが同項の規定によって申告

すべき納税管理人について正当な理由がな

くて申告しなかった場合においては、その

者を10万円以下の過料に処する。 

第26条 前条第2項の認定を受けていない町

民税の納税義務者で同条第1項の承認を受

けていないものが同項の規定によって申告

すべき納税管理人について正当な事由がな

くて申告しなかった場合においては、その

者に対し10万円以下の過料を科する。 

2及び3 略 2及び3 略 

第27条から第36条の3の3 略 第27条から第36条の3の3 略 

(町民税に係る不申告に関する過料) (町民税に係る不申告に関する過料) 

第36条の4 町民税の納税義務者が第36条の2

第1項、第2項若しくは第3項の規定によって

第36条の4 町民税の納税義務者が第36条の2

第1項、第2項若しくは第3項の規定によって
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提出すべき申告書を正当な理由がなくて提

出しなかった場合、又は同条第7項若しくは

第8項の規定によって申告すべき事項につ

いて正当な理由がなくて申告をしなかった

場合においては、その者を10万円以下の過

料に処する。 

提出すべき申告書を正当な理由がなくて提

出しなかった場合、又は同条第7項若しくは

第8項の規定によって申告すべき事項につ

いて正当な理由がなくて申告をしなかった

場合においては、その者に対し、10万円以

下の過料を科する。 

2及び3 略 2及び3 略 

第37条から第53条の9 略 第37条から第53条の9 略 

(退職所得申告書の不提出に関する過料) (退職所得申告書の不提出に関する過料) 

第53条の10 分離課税に係る所得割の納税義

務者が退職所得申告書を正当な理由がなく

て提出しなかった場合には、その者を10万

円以下の過料に処する。 

第53条の10 分離課税に係る所得割の納税義

務者が退職所得申告書を正当な理由がなく

て提出しなかった場合には、その者に対し、

10万円以下の過料を科する。 

2及び3 略 2及び3 略 

第53条の11及び第53条の12 略  第53条の11及び第53条の12 略  

第2節 略 第2節 略 

第54条から第63条の2 略 第54条から第63条の2 略 

(法第352条の2第5項及び第6項の規定によ

る固定資産税額のあん分の申出) 

(法第352条の2第5項及び第6項の規定によ

る固定資産税額のあん分の申出) 

第63条の3 略 第63条の3 略 

2及び3 略 2及び3 略 

4 前3項の申出書には、当該申出が当該共用

土地納税義務者又は特定被災共用土地納税

義務者(前項の規定により読み替えて適用

される第2項の申出書にあっては、特定仮換

地等納税義務者)全員の合意に基づくもの

である旨を証する書類を添付しなければな

らない。 

4 第3項の申出書には、当該申出が当該共用

土地納税義務者又は特定被災共用土地納税

義務者(前項の規定により読み替えて適用

される第2項の申出書にあっては、特定仮換

地等納税義務者)全員の合意に基づくもの

である旨を証する書類を添付しなければな

らない。 

第64条 略 第64条 略 

(固定資産税の納税管理人に係る不申告に

関する過料) 

(固定資産税の納税管理人に係る不申告に

関する過料) 

第65条 前条第2項の認定を受けていない固

定資産税の納税義務者で同条第1項の承認

を受けていないものが同項の規定によって

第65条 前条第2項の認定を受けていない固

定資産税の納税義務者で同条第1項の承認

を受けていないものが同項の規定によって
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申告すべき納税管理人について正当な理由

がなくて申告をしなかった場合において

は、その者を10万円以下の過料に処する。 

申告すべき納税管理人について正当な事由

がなくて申告をしなかった場合において

は、その者に対し10万円以下の過料を科す

る。 

2及び3 略  2及び3 略 

第66条から第74条の2 略 第66条から第74条の2 略 

(固定資産に係る不申告に関する過料) (固定資産に係る不申告に関する過料) 

第75条 固定資産の所有者(法第386条に規定

する固定資産の所有者をいう。)が第74条又

は法第383条の規定によって申告すべき事

項について正当な理由がなくて申告しなか

った場合においては、その者を10万円以下

の過料に処する。 

第75条 固定資産の所有者(法第386条に規定

する固定資産の所有者をいう。)が第74条又

は法第383条の規定によって申告すべき事

項について正当な事由がなくて申告しなか

った場合においては、その者に対し10万円

以下の過料に科する。 

2及び3 略 2及び3 略 

第76条から第79条 略 第76条から第79条 略 

第3節 略 第3節 略 

第80条から第87条 略 第80条から第87条 略 

(軽自動車税に係る不申告等に関する過料) (軽自動車税に係る不申告等に関する過料) 

第88条 軽自動車等の所有者等又は第80条第

2項に規定する軽自動車等の売主が前条の

規定によって申告し、又は報告すべき事項

について、正当な理由がなくて申告又は報

告をしなかった場合においては、その者を1

0万円以下の過料に処する。 

第88条 軽自動車等の所有者等又は第80条第

2項に規定する軽自動車等の売主が前条の

規定によって申告し、又は報告すべき事項

について、正当な事由がなくて申告又は報

告をしなかった場合においては、その者に

対し、10万円以下の過料を科する。 

2及び3 略 2及び3 略 

第89条から第91条 略 第89条から第91条 略 

第4節 略 第4節 略 

第92条から第100条 略 第92条から第100条 略 

(たばこ税に係る不申告に関する過料) (たばこ税に係る不申告に関する過料) 

第100条の2 たばこ税の申告納税者が正当な

理由がなくて第98条第1項又は第2項の規定

による申告書を当該各項に規定する申告書

の提出期限までに提出しなかった場合にお

いては、その者を10万円以下の過料に処す

る。 

第100条の2 たばこ税の申告納税者が正当な

事由がなくて第98条第1項又は第2項の規定

による申告書を当該各項に規定する申告書

の提出期限までに提出しなかった場合にお

いては、その者に対し、10万円以下の過料

を科する。 
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2及び3 略 2及び3 略 

第101条及び第102条 略 第101条及び第102条 略 

第5節 略 第5節 略 

第103条から第105条 略 第103条から第105条 略 

(鉱産税に係る不申告に関する過料) (鉱産税に係る不申告に関する過料) 

第105条の2 鉱産税の納税者が正当な理由が

なくて前条の規定による申告書を同条に規

定する申告書の提出期限までに提出しなか

った場合においては、その者を10万円以下

の過料に処する。 

第105条の2 鉱産税の納税者が正当な事由が

なくて前条の規定による申告書を同条に規

定する申告書の提出期限までに提出しなか

った場合においては、その者に対し、10万

円以下の過料を科する。 

2及び3 略 2及び3 略 

第106条 略 第106条 略 

(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関す

る過料) 

(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関す

る過料) 

第107条 前条第2項の認定を受けていない鉱

産税の納税義務者で同条第1項の承認を受

けていないものが同項の規定によって申告

すべき納税管理人について正当な理由がな

くて申告しなかった場合においては、その

者を10万円以下の過料に処する。 

第107条 前条第2項の認定を受けていない鉱

産税の納税義務者で同条第1項の承認を受

けていないものが同項の規定によって申告

すべき納税管理人について正当な事由がな

くて申告しなかった場合においては、その

者に対し10万円以下の過料を科する。 

2及び3 略 2及び3 略 

第108条から第130条 略 第108条から第130条 略 

    第6節 略     第6節 略 

第131条及び第132条 略 第131条及び第132条 略 

(特別土地保有税の納税管理人に係る不申

告に関する過料) 

(特別土地保有税の納税管理人に係る不申

告に関する過料) 

第133条 前条第2項の認定を受けていない特

別土地保有税の納税義務者で同条第1項の

承認を受けていないものが同項の規定によ

って申告すべき納税管理人について正当な

理由がなくて申告しなかった場合には、そ

の者を10万円以下の過料に処する。 

第133条 前条第2項の認定を受けていない特

別土地保有税の納税義務者で同条第1項の

承認を受けていないものが同項の規定によ

って申告すべき納税管理人について正当な

理由がなくて申告しなかった場合には、そ

の者に対し、10万円以下の過料を科する。 

2及び3 略 2及び3 略 

第134条から第139条 略 第134条から第139条 略 
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(特別土地保有税に係る不申告に関する過

料) 

(特別土地保有税に係る不申告に関する過

料) 

第139条の2 特別土地保有税の納税義務者が

正当な理由がなくて前条第1項の規定によ

る申告書を同項に規定する申告書の提出期

限までに提出しなかった場合においては、

その者を10万円以下の過料に処する。 

第139条の2 特別土地保有税の納税義務者が

正当な事由がなくて前条第1項の規定によ

る申告書を同項に規定する申告書の提出期

限までに提出しなかった場合においては、

その者に対し、10万円以下の過料を科する。 

2及び3 略 2及び3 略 

第139条の3から第140条の7 略 第139条の3から第140条の7 略 

附 則 附 則 

第1条から第20条 略 第1条から第20条 略 

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係

る個人の町民税の課税の特例) 

第20条の2 所得割の納税義務者が支払を受

けるべき外国居住者等の所得に対する相互

主義による所得税等の非課税等に関する法

律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住

者等所得相互免除法」という。)第8条第2項

に規定する特例適用利子等、外国居住者等

所得相互免除法第12条第5項に規定する特

例適用利子等又は外国居住者等所得相互免

除法第16条第2項に規定する特例適用利子

等については、第33条及び第34条の3の規定

にかかわらず、他の所得と区分し、その前

年中の外国居住者等所得相互免除法第8条

第2項(外国居住者等所得相互免除法第12条

第5項及び第16条第2項において準用する場

合を含む。)に規定する特例適用利子等の額

(以下この項において「特例適用利子等の

額」という。)に対し、特例適用利子等の額

(次項第1号の規定により読み替えられた第

34条の2の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて

計算した金額に相当する町民税の所得割を

課する。 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定
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めるところによる。 

(1)第34条の2の規定の適用については、同条

中「総所得金額」とあるのは、「総所得金

額、附則第20条の2第1項に規定する特例適

用利子等の額」とする。 

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9

第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1

項及び第7条の3の2第1項の規定の適用につ

いては、第34条の6中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び附則第20条の2第1項

の規定による町民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9

第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1

項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第20条

の2第1項の規定による町民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第20

条の2第1項の規定による町民税の所得割の

額の合計額」とする。 

(3)第35条の規定の適用については、同条中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は附則第20条の2第1項に

規定する特例適用利子等の額」と、「若し

くは山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額若しくは外国居住者等の所得

に対する相互主義による所得税等の非課税

等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7

条第10項(同法第11条第8項及び第15条第14

項において準用する場合を含む。)に規定す

る特定対象利子に係る利子所得の金額、同

法第7条第12項(同法第11条第9項及び第15

条第15項において準用する場合を含む。)に

規定する特定対象収益分配に係る配当所得

の金額、同法第7条第16項(同法第11条第11

項及び第15条第17項において準用する場合

を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係
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る一時所得の金額若しくは同法第7条第18

項(同法第11条第12項及び第15条第18項に

おいて準用する場合を含む。)に規定する特

定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金

額」とする。 

(4)附則第5条の規定の適用については、同条

第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林

所得金額並びに附則第20条の2第1項に規定

する特例適用利子等の額」と、同条第2項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第20条の2第1項の規定による町民

税の所得割の額」とする。 

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき

外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に

規定する特例適用配当等、外国居住者等所

得相互免除法第12条第6項に規定する特例

適用配当等又は外国居住者等所得相互免除

法第16条第3項に規定する特例適用配当等

(次項において「特例適用配当等」という。)

については、第33条第3項及び第4項の規定

は適用しない。この場合において、当該特

例適用配当等については、同条及び第34条

の3の規定にかかわらず、他の所得と区分

し、その前年中の外国居住者等所得相互免

除法第8条第4項(外国居住者等所得相互免

除法第12条第6項及び第16条第3項において

準用する場合を含む。)に規定する特例適用

配当等の額(以下この項において「特例適用

配当等の額」という。)に対し、特例適用配

当等の額(第5項第1号の規定により読み替

えられた第34条の2の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額)に100分の3の税

率を乗じて計算した金額に相当する町民税

の所得割を課する。 

4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る

所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年

度分の第36条の2第1項の規定による申告書
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(その提出期限までに提出されたもの及び

その提出期限後において町民税の納税通知

書が送達される時までに提出されたものに

限り、その時までに提出された第36条の3第

1項に規定する確定申告書を含む。)に前項

後段の規定の適用を受けようとする旨の記

載があるとき(これらの申告書にその記載

がないことについてやむを得ない理由があ

ると町長が認めるときを含む。)に限り、適

用する。 

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

(1)第34条の2の規定の適用については、同条

中「総所得金額」とあるのは、「総所得金

額、附則第20条の2第3項後段に規定する特

例適用配当等の額」とする。 

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9

第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1

項及び第7条の3の2第1項の規定の適用につ

いては、第34条の6中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び附則第20条の2第3項

後段の規定による町民税の所得割の額」と、

第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の

9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1

項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第20条

の2第3項後段の規定による町民税の所得割

の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

20条の2第3項後段の規定による町民税の所

得割の額の合計額」とする。 

(3)第35条の規定の適用については、同条中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は附則第20条の2第3項後

段に規定する特例適用配当等の額」と、「若

しくは山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額若しくは外国居住者等の所
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得に対する相互主義による所得税等の非課

税等に関する法律(昭和37年法律第144号)

第7条第14項(同法第11条第10項及び第15条

第16項において準用する場合を含む。)に規

定する申告不要特定対象配当等に係る利子

所得の金額若しくは配当所得の金額」とす

る。 

(4)附則第5条の規定の適用については、同条

第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林

所得金額並びに附則第20条の2第3項後段に

規定する特例適用配当等の額」と、同条第2

項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第20条の2第3項後段の規定に

よる町民税の所得割の額」とする。 

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係

る個人の町民税の課税の特例) 

第20条の3 所得割の納税義務者が支払を受

けるべき租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条

約等実施特例法」という。)第3条の2の2第

10項に規定する条約適用利子等について

は、第33条及び第34条の3の規定にかかわら

ず、他の所得と区分し、その前年中の同項

に規定する条約適用利子等の額(以下この

項において「条約適用利子等の額」という。)

に対し、条約適用利子等の額(次項第1号の

規定により読み替えられた第34条の2の規

定の適用がある場合には、その適用後の金

額）に100分の5の税率から租税条約等実施

特例法第3条の2の2第1項に規定する限度税

率（第3項において「限度税率」という。）

を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率

(当該納税義務者が同条第3項の規定の適用

を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じ

て計算した金額に相当する町民税の所得割

を課する。 

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係

る個人の町民税の課税の特例) 

第20条の2 所得割の納税義務者が支払を受

けるべき租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条

約等実施特例法」という。)第3条の2の2第1

0項に規定する条約適用利子等については、

第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、

他の所得と区分し、その前年中の同項に規

定する条約適用利子等の額(以下この項に

おいて「条約適用利子等の額」という。)に

対し、条約適用利子等の額（次項第1号の規

定により読み替えられた第34条の2の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）

に100分の5の税率から同法第3条の2の2第1

項に規定する限度税率(第3項において「限

度税率」という。)を控除して得た率に5分

の3を乗じて得た率(当該納税義務者が同条

第3項の規定の適用を受ける場合には、100

分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当

する町民税の所得割を課する。 
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2 略 

(1)第34条の2の規定の適用については、同条

中「総所得金額」とあるのは、「総所得金

額、附則第20条の3第1項に規定する条約適

用利子等の額」とする。 

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9

第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1

項及び第7条の3の2第1項の規定の適用につ

いては、第34条の6中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び附則第20条の3第1項

の規定による町民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9

第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1

項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第20条

の3第1項の規定による町民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第20

条の3第1項の規定による町民税の所得割の

額の合計額」とする。 

(3)第35条の規定の適用については、同条中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は附則第20条の3第1項に

規定する条約適用利子等の額」と、「若し

くは山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額若しくは租税条約等の実施に

伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特

例等に関する法律（昭和44年法律第46号）

第3条の2第16項に規定する特定利子に係る

利子所得の金額、同条第18項に規定する特

定収益分配に係る配当所得の金額、同条第

22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所

得の金額若しくは同条第24項に規定する特

定給付補塡金等に係る雑所得等の金額」と

する。 

(4)附則第5条の規定の適用については、同条

第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林

2 略 

(1)第34条の2の規定の適用については、同条

中「総所得金額」とあるのは、「総所得金

額、附則第20条の2第1項に規定する条約適

用利子等の額」とする。 

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9

第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1

項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用

については、第34条の6中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第20条の2第

1項の規定による町民税の所得割の額」と、

第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の

9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1

項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第

20条の2第1項の規定による町民税の所得割

の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

20条の2第1項の規定による町民税の所得割

の額の合計額」とする。 

(3)第35条の規定の適用については、同条中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は附則第20条の2第1項に

規定する条約適用利子等の額」と、「若し

くは山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額若しくは租税条約等実施特例

法第3条の2第16項に規定する特定利子に係

る利子所得の金額、同条第18項に規定する

特定収益分配に係る配当所得の金額、同条

第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時

所得の金額若しくは同条第24項に規定する

特定給付補てん金等に係る雑所得等の金

額」とする。 

 

 

(4)附則第5条の規定の適用については、同条

第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林
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所得金額並びに附則第20条の3第1項に規定

する条約適用利子等の額」と、同条第2項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第20条の3第1項の規定による町民

税の所得割の額」とする。 

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき

租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項

に規定する条約適用配当等(次項において

「条約適用配当等」という。)については、

第33条第3項及び第4項の規定は適用しな

い。この場合において、当該条約適用配当

等については、同条及び第34条の3の規定に

かかわらず、他の所得と区分し、その前年

中の租税条約等実施特例法第3条の2の2第

12項に規定する条約適用配当等の額(以下

この項において「条約適用配当等の額」と

いう。)に対し、条約適用配当等の額(第5項

第1号の規定により読み替えられた第34条

の2の規定の適用がある場合には、その適用

後の金額)に100分の5の税率から限度税率

を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率

(当該納税義務者が租税条約等実施特例法

第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場

合には、100分の3の税率)を乗じて計算した

金額に相当する町民税の所得割を課する。 

4 略 

5 略 

(1)第34条の2の規定の適用については、同条

中「総所得金額」とあるのは、「総所得金

額、附則第20条の3第3項後段に規定する条

約適用配当等の額」とする。 

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9

第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1

項及び第7条の3の2第1項の規定の適用につ

いては、第34条の6中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び附則第20条の3第3項

後段の規定による町民税の所得割の額」と、

所得金額並びに附則第20条の2第1項に規定

する条約適用利子等の額」と、同条第2項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第20条の2第1項の規定による町民

税の所得割の額」とする。 

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき

租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項

に規定する条約適用配当等(次項において

「条約適用配当等」という。)については、

第33条第3項及び第4項の規定は適用しな

い。この場合において、当該条約適用配当

等については、第33条及び第34条の3の規定

にかかわらず、他の所得と区分し、その前

年中の同法第3条の2の2第12項に規定する

条約適用配当等の額(以下この項において

「条約適用配当等の額」という。)に対し、

条約適用配当等の額(第5項第1号の規定に

より読み替えられた第34条の2の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額)に

100分の5の税率から限度税率を控除して得

た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義

務者が同法第3条の2の2第3項の規定の適用

を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じ

て計算した金額に相当する町民税の所得割

を課する。 

4 略  

5 略 

(1)第34条の2の規定の適用については、同条

中「総所得金額」とあるのは、「総所得金

額、附則第20条の2第3項に規定する条約適

用配当等の額」とする。 

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9

第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1

項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用

については、第34条の6中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第20条の2第

3項の規定による町民税の所得割の額」と、
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第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の

9第1項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1

項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第20条

の3第3項後段の規定による町民税の所得割

の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第2

0条の3第3項後段の規定による町民税の所

得割の額の合計額」と   する。 

第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の

9第1項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1

項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第2

0条の2第3項の規定による町民税の所得割

の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第2

0条の2第3項の規定による町民税の所得割

の額の合計額」と、第34条の9第1項中「第3

3条第4項」とあるのは「附則第20条の2第4

項」とする。 

(3)第35条の規定の適用については、同条中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は附則第20条の3第3項後

段に規定する条約適用配当等の額」と、「若

しくは山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額若しくは租税条約等の実施

に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の

特例等に関する法律（昭和44年法律第46号）

第3条の2第20項に規定する申告不要特定配

当等に係る利子所得の金額若しくは配当所

得の金額」とする。 

(4)附則第5条の規定の適用については、同条

第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林

所得金額並びに附則第20条の3第3項後段に

規定する条約適用配当等の額」と、同条第2

項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第20条の3第3項後段の規定に

よる町民税の所得割の額」とする。 

6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項

の規定の適用がある場合(第3項後段の規定

の適用がある場合を除く。)における第34条

の9の規定の適用については、同条第1項中

「又は同条第6項」とあるのは「若しくは附

則第20条の3第3項前段に規定する条約適用

配当等(以下「条約適用配当等」という。)

に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属

(3)第35条の規定の適用については、同条中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は附則第20条の2第3項に

規定する条約適用配当等の額」と、「若し

くは山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額若しくは租税条約等実施特例

法第3条の2第20項に規定する申告不要特定

配当等に係る利子所得の金額又は配当所得

の金額」とする。 

 

 

(4)附則第5条の規定の適用については、同条

第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林

所得金額並びに附則第20条の2第3項に規定

する条約適用配当等の額」と、同条第2項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第20条の2第3項の規定による町民

税の所得割の額」とする。 

6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項

の規定の適用がある場合(第3項後段の規定

の適用がある場合を除く。)における第34条

の9の規定の適用については、同条第1項中

「又は同条第6項」とあるのは「若しくは附

則第20条の2第3項に規定する条約適用配当

等(以下「条約適用配当等」という。)に係

る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する
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する年度分の第36条の2第1項の規定による

申告書(その提出期限後において町民税の

納税通知書が送達される時までに提出され

たもの及びその時までに提出された第36条

の3第1項の確定申告書を含む。)にこの項の

規定の適用を受けようとする旨及び当該条

約適用配当等に係る所得の明細に関する事

項の記載がある場合(これらの申告書にこ

れらの記載がないことについてやむを得な

い理由があると町長が認めるときを含む。)

であって、当該条約適用配当等に係る所得

の金額の計算の基礎となった条約適用配当

等の額について租税条約等の実施に伴う所

得税法、法人税法及び地方税法の特例等に

関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租

税条約等実施特例法」という。)第3条の2の

2第1項の規定及び法第2章第1節第5款の規

定により配当割額を課されたとき、又は第3

3条第6項」と、同条第3項中「法第37条の4」

とあるのは「租税条約等実施特例法第3条の

2の2第9項の規定により読み替えて適用さ

れる法第37条の4」とする。 

年度分の第36条の2第1項の規定による申告

書(その提出期限後において町民税の納税

通知書が送達される時までに提出されたも

の及びその時までに提出された第36条の3

第1項の確定申告書を含む。)にこの項の規

定の適用を受けようとする旨及び当該条約

適用配当等に係る所得の明細に関する事項

の記載がある場合(これらの申告書にこれ

らの記載がないことについてやむを得ない

理由があると町長が認めるときを含む。)で

あって、当該条約適用配当等に係る所得の

金額の計算の基礎となった条約適用配当等

の額について租税条約等の実施に伴う所得

税法、法人税法及び地方税法の特例等に関

する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税

条約等実施特例法」という。)第3条の2の2

第1項の規定及び法第2章第1節第5款の規定

により配当割額を課されたとき、又は第33

条第6項」と、同条第3項中「法第37条の4」

とあるのは「租税条約等実施特例法第3条の

2の2第9項の規定により読み替えて適用さ

れる法第37条の4」とする。 

第21条から第23条 略 第21条から第23条 略 

  

附 則  

(施行期日)  

1 この条例は、平成29年1月1日から施行す

る。 

 

(経過措置)  

2 この条例による改正後の瑞穂町税賦課徴

収条例附則第20条の2の規定は、平成29年1

月1日以後に支払を受けるべき外国居住者

等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律(昭和37年法律第1

44号)第8条第2項に規定する特例適用利子

等、同法第12条第5項に規定する特例適用利
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子等若しくは同法第16条第2項に規定する

特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定

する特例適用配当等、同法第12条第6項に規

定する特例適用配当等若しくは同法第16条

第3項に規定する特例適用配当等に係る個

人の町民税について適用する。 
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